
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口県社協ニュース  第１９１号 
 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 

       総務企画部 総務班 

〒753-0072山口市大手町９番６号 

TEL:083-924-2777 FAX：083-924-2792 

Email：ygshakyo@orange.ocn.ne.jp 

URL：https://www.yamaguchikensyakyo.jp 

令和６年５月１日発行 

やまぐちの 

ふくし 

トピックス 

「災害福祉支援センター」を設置しました・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

山口県災害派遣福祉チーム 能登半島地震活動報告会を開催します・・・・・・・・・ 2 

ねんりんピック山口２０２４(山口県健康福祉祭）「美術展」のご案内 ・・・・・・・・3 

令和６年度福祉研修センター研修の御案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～５ 

ニュースポーツ用具の貸出について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

令和６年度福祉サービス第三者評価受審施設・事業所募集のご案内 ・・・・・・・・・7 

「やまぐちのふくし」の表紙写真を募集しています。詳しくは、総務班までお問合せください！ 

県社協ニュース“やまぐちのふくし”では、毎月１回発行し、制度や施策の動向な

ど、随時情報提供していきます。 

tel:083-924-2777
mailto:ygshakyo@orange.ocn.ne.jp


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇主な業務 

 ・災害ボランティア活動の支援に関すること 

 ・山口県災害福祉支援ネットワーク協議会及び災害派遣福祉チーム（DWAT）に関すること 

 ・その他災害福祉支援体制の整備に関すること 等 

 

 

山口県
社協からのお知らせ

近年、被害が広域化・激甚化する大規模災害が増加しています。 

災害発生前から社会的脆弱性を抱えている人びとは、被災したことで課題がより深刻化・

長期化する傾向があります。さらに、災害発生を契機にそれまでは支援が必要でなかった人

が、困窮に陥ったり困りごとを抱えたりと、新たな支援が必要になるなど、災害発生により

支援が必要な人が増大します。 

その一方、被災地域にある各種福祉施設や相談機関は、事業所本体や従事者が被災するこ

とにより、それまで有していた支援力が大幅に減退します。 

このため、被災地外から被災者支援に駆け付ける福祉関係職員（社協、社会福法人等）や

NPO等の活躍が期待されます。 

また、大規模災害発生時に、こうした多岐にわたる関係者のコーディネーションが重要と

なっています。 

こうしたことから、災害から地域の人びとを守るための災害福祉支援活動の基盤強化を進

めていくことを目的として「災害福祉支援センター」を設置しました。 

◆問合せ先 

総務企画部 災害福祉支援センター  

TEL：083-924-2830 FAX：083-924-2798 

 

令和 6 年能登半島地震において、山口県災害派遣福祉チーム（DWAT）が 3 月 17 日か

ら 4 月 1 日まで金沢市内の 1.5 次避難所で活動を行いましたので、下記により報告会を開

催します。 

 

日時：令和6年6月18日（火）13：30～16：00 

方法：Zoomを活用したオンライン開催 

申込方法：下記URLまたはQRコードからお申込みください。 

https://forms.office.com/r/TEtMeW6qkn?origin=lprLink 
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高齢者を主体とする本美術展を開催することにより、生きがいづくりや健康づくり、社会

貢献活動への参加を促進し、高齢者が活躍できる地域社会の実現をめざします。 

（令和５年度金賞作品の一部） 

 

 

開催期間：令和６年６月 ８日（土）１０：３０～１７：００ 

６月 ９日（日） ９：００～１７：００ 

６月１０日（月） ９：００～１５：００ 

 

※６月８日（土）午前１０時からは、表彰式・オープニングセレモニーを行います。 

 

展示部門：日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真 

会  場：防府市地域交流センター[アスピラート]防府市戎町１丁目１番２８号 

防府駅てんじんぐち出口より徒歩１分 

※防府市地域交流センター専用駐車場（来場者用）はありませんので、 

お車でお越しの際は、近くの有料駐車場を利用してください。 

洋画の部「生命」 彫刻の部「２番目の命」 写真の部「好物」 

※美術展の審査結果については後日、山口県生涯現役推進センターホームページ

( https://geneki.jp/nenrin-cat/art )にてお知らせします。 

 

◆問合せ先   

地域福祉部 生涯現役推進班 

TEL：083-928-2385 FAX：083-928-2387 
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№ 研修名 研修開催日 
申込 

開始日 

申込 

締切日 

１ 認知症介護実践リーダー研修 7月～10月 4/30(火) 5/29(水) 

２ 
サービス提供責任者育成・向上

研修 

（1・2日目）ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ研修 

（3日目） 7/24(水) 

（4日目） 8/21(水） 

5/2(木) 5/23(木) 

３ 
職場のメンタルヘルスマネジメ

ント研修（管理職等対応） 
6/11(火) 5/7(火) 5/28(火) 

４ 福祉施設看護･保健担当職員研修 6/11(火) 5/7（火) 5/28(火) 

５ 
介護支援専門員専門研修及び更

新研修(専門研修課程Ⅰ） 

8月上旬～11月上旬 

【一部オンデマンド研修】 
5/9（木) 5/30(木) 

６ 生活保護医療担当職員研修 6/13(木) 5/9(木) 5/30(木) 

７ 福祉施設給食担当職員研修 
【第１回】 6/14(金) 5/10(金) 5/31(金) 

【第２回】 7/18(木） 6/13(木) 7/4(木） 

８ 
介護職員等による喀痰吸引等

（特定の者対象）の研修 
【第１回】 7/9(火)～10(水) 5/14(火) 6/11(火) 

  9 
介護職員等による喀痰吸引等

(特定の者対象）の指導者研修 
【第１回】 

7月 

【一部動画】 
5/14(火) 6/11(火) 

10 
社会福祉施設等指導監督担当職

員研修 
6/18(火)～19日(水) 5/14(火) 6/4(火) 

以下の研修について福祉研修センターのホームページに随時、開催要項を掲載しますので、

ご確認ください。 

申込み方法が研修によって異なりますので、ご確認の上お申し込みください。 

なお、中止や延期となる場合は、ホームページにてお知らせします。 

 

令和６年度の福祉研修センター研修計画を福祉研修センターのホームページ

（https://yg-fkc.com/）に掲載しています。 

各研修の詳細な内容等につきましては、研修開催日の１～２か月前から福祉研修センター

ホームページで確認できます。 

☘５月～６月前半に申込開始の研修の御案内☘ 

https://yg-fkc.com/
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№ 研修名 研修開催日 
申込 

開始日 

申込 

締切日 

11 
児童心理司キャリアアップ研修 

（新任） 
6/18(火） 5/14(火) 6/4(火） 

12 
山口県介護支援専門員実務研修

受講試験対策講習会 

講義 

(動画) 

  7/12(金)～

8/31(土) 

【ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ研修】 5/16(木) 6/6(木) 

模擬試験 8/4(日) 

13 
介護支援専門員専門研修及び更

新研修(専門研修課程Ⅱ） 

8月上旬～12月上旬 

【一部オンデマンド研修】 
5/16(木) 6/6（木） 

14 介護事業所ＩＣＴ導入セミナー 7/5(金) 5/24(金) 6/14(金) 

15 
要保護児童対策地域協議会連携

強化研修 

山口 7/2(火) 5/27(月) 6/17(月) 

宇部 7/1(月) 5/27(月) 6/17(月) 

萩 7/11(木) 6/6(木） 6/27(木) 

16 保健衛生・安全対策研修 
【第1回】 7/16(火)・24(水) 

5/28(火) 6/18(火) 
【第2回】 7/22(月)・25(木) 

17 
老人福祉施設アドバンスコース 

(中堅職員研修) 
7/3(水) 5/29(水) 6/19(水) 

18 アンガーコントロール研修 
7月～8月 

【オンデマンド研修】 
5月 6月 

19 
ロジカルシンキング研修～論理

的思考力を鍛える～ 

7月～8月 

【オンデマンド研修】 
5月 6月 

20 小規模介護事業所職員研修 
7/10(水)～8/9(金) 

【オンデマンド研修】 
5/13(月) 6/3(月) 

21 
保育所アドバンスコース(主任

保育士研修) 
7/8(月) 6/3(月) 6/24(月) 

22 
老人福祉施設レクリエーション

研修 
7/11(木) 6/6(木) 6/27(木) 

23 
福祉職員キャリアパス対応生涯

研修課程（中堅職員コース） 

【第1回】 8/1(木)～2(金) 

6/10(月) 7/1(月) 
【第2回】 8/20(火)～21(水) 
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屋外用 

屋内用 

 

 

 

 

 

 

 

用 具 名 数 量 用 具 名 数 量 

 
カローリング ２セット 

ビーンボウリング 

セット 
2セット 

 
クッブ ２セット 

 

ボッチャ 

 

2セット 

グラウンド・ゴルフ８ホールセット ２セット 

 

ボーボールゲーム 

 

3セット 

グラウンド・ゴルフクラブセット 
８セット 

 

健康マージャン 

 

2セット 

 

ターゲットバードゴルフ 

 

１セット 

 

リングリングゲーム 

 

3セット 

 

ダーツセット 

 

２セット 

 

輪投げセット 

 

1セット 

 

ティーボール 

  

1セット 
 

 

ペタンク 

 

屋外用１２個入 

      ２セット 

屋外用６個入 

      ３セット 

屋内用１２個入 

      ２セット 

 

ネット・ネット・ゲーム  

 

３セット 

 
 

 

 

 

 

挑戦してみませんか？“ニュースポーツ用具”の貸出を行っています！ 

山口県生涯現役推進センターでは、高齢者・シニアの方々が、いつでも健康づくり、体力

づくりができるように、ニュースポーツ用具の無料貸出を行っています。なお、各用具に競

技や用具の使い方の説明書がありますので、ご興味のある方や貸出をご希望の方は下記問合

せ先までお気軽にご連絡ください。 

 

 ◆問合せ先 

地域福祉部 生涯現役推進班 ニュースポーツ担当 

TEL 083-928-2385 
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福祉サービス第三者評価事業は、事業者の提供するサービスの質を当事者（事業者及び利

用者）以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。

山口県社会福祉協議会は、山口県から認証を受けた県内で唯一の評価機関です。 
 

【福祉サービス第三者評価事業の目的】 

○ 個々の事業者が社会福祉事業運営における具体的な問題点を把握して、サービスの質の

向上に結びつけること。 

○ 評価を受けた結果が公表されることにより、評価結果等が利用者の適切なサービス選択

に資するための情報となること。 
 

【受審事業所からいただいた声】 

◎ 問題点を改善するための効果的かつ具体的な目標設定が可能になりました！ 

◎ 職員の自覚と改善する意欲が生まれました！ 

◎ 信頼の獲得と質の向上が図られました！ 

◆問合せ先   

総務企画部 福祉振興班 

TEL：083-924-2799 FAX：083-924-2798 HP：http://yamaguchi-hyoka.jp/ 

 評価の公表期間は、評価実施の翌年度から起算して３年間です。 
 

社会福祉法人改革を含む論議の中で、「法人組織の体制強化」「法人運営の透明性の確保」

が社会福祉法人の在り方として求められております。第三者評価の受審はそのような項目と

密接に関連があります。 

 第三者評価事業は福祉サービスの質の向上を促すためのシステムのひとつです。社会福祉

法人の関係者の皆さまへは、文書にてご案内いたしますのでご確認ください。 

申込締切日は５月３１日（金）（※期間延長しました）です。福祉サービス第三者評価を受

けてみませんか？ 

【受審の流れ】 

（１）契約締結  

評価料金は、高齢者及び障害児・者の施設・事業所、救護施設、婦人保護施設、保育

所は１事業につき２６３，０００円（税込）、社会的養護関係施設は３０８，０００円

（税込）です。 

（２）自己評価の実施・事前書類の提出  

    訪問調査の前に自己評価を実施し、事前提出書類を本会に提出します。 

 

（３）訪問調査の実施（１日）  

    評価調査者が施設・事業所を訪問し、１日かけて調査を行います。 
 
（４）評価結果の報告、公表  

    山口県及び本会のホームページ、WAMNET等で公表します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


